
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯨
井
　
佳
則

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

大
街
道
も
り
眼
科
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

石
巻
市
大
街
道
西
二
︱
一
︱
二
六

か
わ
ら
だ
内
科
・
胃
大
腸
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

石
巻
市
鋳
銭
場
　
一
︱
一
〇

本
間
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

塩
竈
市
本
町
　
三
︱
二
〇

お
だ
か
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

気
仙
沼
市
田
中
前
　
四
︱
一
〇
︱
二

加
藤
小
児
科
内
科
医
院

令
和
六
年
七
月
十
日

白
石
市
大
手
町
三
番
一
三
号

コ
ツ
コ
ツ
ク
リ
ニ
ッ
ク
多
賀
城
整
形
外
科

令
和
六
年
七
月
一
日

多
賀
城
市
高
橋
四
丁
目
二
〇
番
五
号

き
く
た
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

栗
原
市
築
館
源
光
　
四
︱
四
七

た
ま
が
け
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

栗
原
市
一
迫
真
坂
字
町
東
　
二
八
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名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

ま
る
き
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

栗
原
市
志
波
姫
堀
口
十
文
字
一
︱
一

み
や
ぎ
北
部
循
環
器
科

令
和
六
年
七
月
一
日

大
崎
市
古
川
字
本
鹿
島
一
四
五

鎌
田
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

大
崎
市
古
川
諏
訪
二
︱
二
︱
二
八

い
の
ま
た
眼
科

令
和
六
年
七
月
一
日

柴
田
郡
大
河
原
町
西
町
　
八
〇
︱
三

お
や
ま
小
児
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
館
下
　
二
二
︱
五

米
谷
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

遠
田
郡
涌
谷
町
田
町
裏
一
九
一
番
地
一

Ｊ
Ｒ
仙
台
病
院

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
五
橋
　
一
︱
一
︱
五

小
泉
内
科
医
院

令
和
六
年
七
月
四
日

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
　
四
︱
二
︱
四
七

土
橋
内
科
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
八
幡
　
二
︱
一
一
︱
八

さ
い
と
う
伸
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
荒
巻
本
沢
三
︱
一
︱
一
五



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

あ
き
も
と
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
栗
生
七
︱
一
〇
︱
七

一
般
財
団
法
人
　
周
行
会
上
杉
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
二
丁
目
三
番
三
号
ノ
︱
ス
フ
ォ

︱
一
Ｆ

や
す
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
桜
ケ
丘
四
丁
目
一
九
番
一
六
号

ふ
く
じ
ゅ
草
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
八
幡
三
丁
目
一
番
五
〇
号
レ
キ
シ
ン

ト
ン
プ
ラ
ザ
八
幡
二
階

八
幡
レ
デ
ィ
︱
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
八
幡
三
丁
目
一
番
五
〇
号
レ
キ
シ
ン

ト
ン
プ
ラ
ザ
八
幡
二
Ｆ

川
平
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
川
平
三
︱
四
一
︱
一
六

広
瀬
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
広
瀬
町
四
番
八
ラ
イ
オ
ン
ズ
タ
ワ
︱

仙
台
広
瀬
一
〇
九

小
倉
整
形
外
科

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
六
番
一
〇
号
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ

Ｈ
　
Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
仙
台
勾
当
台
二
階

日
野
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
愛
子
東
二
丁
目
三
番
地
一
八

仙
台
東
脳
神
経
外
科
病
院

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
　
一
︱
一
二
︱
一



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

千
葉
内
科
ク
リ
ニ
ツ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
栄
　
二
︱
二
五
︱
七

い
の
う
え
小
児
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
福
室
　
二
︱
六
︱
二
四

あ
い
ざ
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
銀
杏
町
二
六
︱
七

福
室
み
み
は
な
の
ど
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
福
室
四
丁
目
一
八
番
一
八
号

公
益
財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
若
林
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
若
林
区
下
飯
田
字
遠
谷
地
　
一
七
四

富
沢
南
と
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
富
沢
南
　
一
︱
一
四
︱
三

高
橋
整
形
外
科
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
向
山
　
二
︱
一
八
︱
一
〇

太
子
堂
駅
前
ひ
ふ
科

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
あ
す
と
長
町
三
丁
目
一
〇
番
二
三
号

医
療
法
人
す
ず
き
整
形
外
科
・
小
児
科
内
科

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
長
町
南
三
丁
目
三
五
番
一

む
ら
た
日
帰
り
外
科
手
術
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
あ
す
と
長
町
一
丁
目
二
番
地
一
号
仙

台
長
町
メ
デ
ィ
カ
ル
プ
ラ
ザ
二
Ｆ



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

加
茂
耳
鼻
咽
喉
科

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
泉
区
上
谷
刈
字
赤
坂
　
六
︱
八
七

す
え
た
け
皮
膚
科

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
泉
区
高
森
　
一
︱
一
︱
二
九
五

仙
台
北
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
泉
区
八
乙
女
中
央
五
︱
一
一
︱
一
一

仙
台
胃
腸
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
泉
区
上
谷
刈
　
二
︱
四
︱
三
〇

東
岡
内
科
醫
院

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
泉
区
松
森
字
岡
本
前
一
〇
︱
一

八
乙
女
レ
デ
ィ
︱
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
泉
区
上
谷
刈
一
丁
目
七
番
三
三
号

北
中
山
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
泉
区
北
中
山
二
丁
目
一
番
地
の
二
四



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯨
井
　
佳
則

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

い
し
の
ま
き
訪
問
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

石
巻
市
山
下
町
一
丁
目
七
︱
二
六
シ
テ
ィ
ハ
イ
ム
ア

︱
ク
ヒ
ル
ズ
シ
ェ
モ
ア
一
Ｆ

菅
原
歯
科
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

気
仙
沼
市
南
郷
　
五
︱
三

な
と
り
駅
前
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

名
取
市
増
田
二
︱
三
︱
三
六

上
中
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

岩
沼
市
土
ケ
崎
二
丁
目
八
︱
二
二

藤
野
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

東
松
島
市
矢
本
字
大
溜
　
二
四
︱
一

若
林
歯
科
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

大
崎
市
鳴
子
温
泉
湯
元
　
九
三
︱
二

に
い
の
歯
科

令
和
六
年
七
月
一
日

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
道
合
　
三
九
︱
一

刀
根
歯
科
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

宮
城
郡
利
府
町
青
葉
台
　
三
︱
一
︱
八
五
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名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

お
が
わ
歯
科

令
和
六
年
七
月
一
日

加
美
郡
加
美
町
下
野
目
下
久
保
南
　
三
︱
一

山
下
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
東
勝
山
　
二
︱
二
三
︱
一
四

柏
木
歯
科
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
柏
木
　
一
︱
五
︱
一
九

医
療
法
人
　
藤
田
会
　
藤
田
歯
科
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
出
花
二
丁
目
三
番
三
号

歯
科
ナ
チ
ュ
︱
ル

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
宮
城
野
一
丁
目
一
︱
二
ア
ン
バ
︱

ビ
ル
二
Ｆ

ノ
︱
ブ
ル
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
仙
台

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
四
丁
目
二
番
三
号
仙
台
Ｍ
Ｔ

ビ
ル
一
階

や
ま
と
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
若
林
区
大
和
町
五
︱
一
五
︱
一
一
デ
ィ
︱
プ

ラ
ン
ナ
︱
大
和
町
マ
ン
シ
ョ
ン
一
Ｆ

ア
ン
ド
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
東
中
田
六
丁
目
一
〇
︱
七

た
だ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
泉
区
北
高
森
　
三
︱
一

い
ず
み
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
泉
区
南
光
台
東
　
二
︱
一
一
︱
二
六



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

東
北
第
一
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
中
道
一
〇
〇
︱
九
ヨ
︱
ク
タ

ウ
ン
市
名
坂
内



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯨
井
　
佳
則

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

日
本
調
剤
　
塩
釜
薬
局

令
和
六
年
七
月
一
日

塩
竈
市
佐
浦
町
一
四
︱
二
一

塩
竈
調
剤
薬
局

令
和
六
年
七
月
一
日

塩
竈
市
玉
川
一
︱
九
︱
六
三

み
ど
り
薬
局

令
和
六
年
七
月
一
日

大
崎
市
古
川
台
町
四
︱
三
五

お
お
さ
き
南
調
剤
薬
局

令
和
六
年
七
月
一
日

大
崎
市
古
川
中
島
町
八
番
四
六
号

け
や
き
薬
局
　
吉
成
台
店

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
吉
成
台
　
一
︱
二
︱
七

ま
ご
こ
ろ
調
剤
薬
局

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
荒
巻
本
沢
三
︱
一
︱
八

宮
城
第
三
薬
局

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
宮
町
四
丁
目
六
︱
二
四

つ
か
も
と
調
剤
薬
局
川
平
店

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
青
葉
区
川
平
三
丁
目
四
七
︱
二
八
陽
だ
ま
り

川
平
館
一
〇
二
号

KKVWS
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名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

三
ツ
星
薬
局
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｇ
Ｏ

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
宮
城
野
区
高
砂
一
丁
目
一
五
四
︱
一
〇

宮
城
調
剤
薬
局
　
富
沢
南
店

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
太
白
区
富
沢
南
　
一
︱
一
四
︱
七

泉
中
央
駅
前
オ
レ
ン
ジ
薬
局

令
和
六
年
七
月
一
日

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
一
丁
目
一
五
︱
二
　
一
階




